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三次市議会委員会条例の一部を改正する条例（案）の提出について 

 

 地方自治法第１１２条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記条

例（案）を次のとおり提出する。 



発議第１号 

 

 

三次市議会委員会条例の一部を改正する条例（案） 

 

三次市議会委員会条例（平成１６年三次市条例第２６６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条第２項第１号中「総務部，政策部」を「総務企画部」に改め，「，地域

振興部」の次に「，危機管理監」を加える。 

附 則 

この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 


